
 
 
 
 
 

201４年５月２３日発 第２２号発行責任者 平野博宣 ℡011-210-０５０５ Fax011-210-０606

 

                             

 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

連合北海道は５月 23 日札幌市内の毎日会館で

オルガナイザー研修会を開催しました。この研

修会は組織拡大担当者のスキルアップを目的と

し各地域・産別から 18 名が参加しました。元北

海道労働員会会長の道幸哲也氏が労働委員会公

益委員役を務め模擬労働員会を開きました。参

加者は２班に分かれ事例の不当労働行為につい

て救済申立書を作成し、被申立人役を演じた田

島恵一連合中央アドバイザー他２名と激論を交

わしました。労働条件不利益変更や組合活動へ

の介入及び組合員からの苦情に十分な対応がで

きないことが組合員数減の原因との指摘もあり

ます。今回の研修は組合と組合員の権利や、権

利消失の不利益、また権利確保の方法を改めて

考えるきっかけとなりました。全国発の取り組

みでありマスコミからの取材を受けながらの進

行に当初は緊張感もありましたが、思わぬ激論

に参加者一同驚く場面もありました。 

５月２３日全石狩地域闘争委員会は第６回闘争委

員会を開催し２０１４春闘当面の取り組み（４）

を確認しました。賃上げ方針では、現在まで月例

賃金加重平均５６７５円（２．２３％）の水準

を維持することを目標に、前年実績＋５００円

を目標としました。また時間給の引き上げは３

０円を目標とし、一時金は年間５カ月確保を目

標としました。重要労働関係法改定への対応で

は日本労働弁護団北海道ブロックの労働法連続

講座の取り組みに参画するとし、当面６月２０

日（金）１８時３０分～（市民会館）の第１回講

座「固定残業代」に参加するとしました。 

解雇の不当労働行為について申立する参加者！ 

慎重に対応する公益委員と各参与委員 

２０１４春季生活闘争石狩地域当面の取り組み（４）

抜 粋 
① 月例賃金引上げの目標値を前年実績に５００

円を上乗せした額とする。 
② 一時金交渉の妥結目標は年間協定５カ月確保

とする。 
③ 時間給の引き上げ目標値を３０円とする。 
④ 有期雇用契約労働者の春闘交渉参加組合を３

０組合以上とする。 
⑤ ６月末を総決着とし第５回春闘実行委員会で

中間総括を議論する。 


